
第１２０回 国有財産東海地方審議会

令 和 ７ 年 ５ 月
財 務 省 東 海 財 務 局

諮 問 事 項 説 明 資 料



用途指定
期間処理区分利用計画相手方数 量区 分所在地

貸付
期間中

時価貸付
(５０年)

(一般定期借地)
介護等施設敷地医療法人社団

マイルストーン745.56㎡土 地
静岡県静岡市
葵区安東三丁
目６番

諮問事項

静岡県静岡市葵区安東に所在する留保財産を医療法人社団マイルストーンに対し、
介護等施設敷地として、一般定期借地権を活用し貸付することについて
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1．財産の概要

内 容項 目

静岡県静岡市葵区安東三丁目６番所 在 地

平成３０年３月２８日 静岡地方検察庁より引受けた
宿舎跡地財 産 の 沿 革

土 地 ・ ７４５．５６㎡区 分 ・ 数 量

第一種中高層住居専用地域用 途 地 域

６０％ ／ ２００％建蔽率 ／ 容積率

ＪＲ東海道本線 静岡駅の北方 約２．４km交 通 機 関
２



２．位置図

対象財産

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成 ３



３．案内図

対象財産

駿府城公園

約２．４㎞

至草薙駅

至安倍川駅

JR静岡駅

JR東静岡駅静岡鉄道
柚木駅

静岡鉄道
長沼駅

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成至 ４

静岡鉄道
新静岡駅



静岡大学教育学部
附属特別支援学校

静岡市立
安東小学校対象財産

４．航空写真
静岡市立
安東中学校

静岡大学教育学部
附属幼稚園

出典：国土地理院ホームページコンテンツを編集・加工して作成
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５．現況写真
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６．留保財産の決定から処分等方針の決定までの経緯

利用方針の策定 処分等方針の決定

相手方
決定無効
令和5年1月

令和3年5月～8月

静岡市との協議において、
利用方針に変更がないことを確認

令和元年11月

当
局
に
お
け
る
審
査

処
分
等
方
針
の
決
定

留
保
財
産
と
し
て
決
定

（
地
域
ニ
ー
ズ
等
の
把
握
）

静
岡
市
と
利
活
用
方
針
の
協
議

（
導
入
す
べ
き
施
設
／
介
護
施
設
）

利
用
方
針
の
決
定

令和3年４月

令和6年
1月～４月

令和３年11月

公
的
取
得
等
要
望
の
受
付
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７．これまでの審議会への諮問等

令和元年１１月 留保財産として決定（第112回審議会への諮問）

令和３年４月 利用方針の決定（第114回審議会への諮問）

令和３年１１月 処分等方針の決定（第115回審議会への諮問）

令和４年５月 処分等相手方との契約延期（第116回審議会への報告）

令和５年４月 相手方決定の無効（第117回審議会への報告）

審議会開催 諮 問 等 の 内 容

令和7年５月 処分等方針の決定（第120回審議会への諮問）
８



導入すべき施設

８．本財産の利用方針

目 的導入すべき施設

城東圏域において今後必要と見込まれる
福祉サｰビスの向上

介 護 施 設
（特に地域密着型サービス施設）

９

静岡市の見解

➢ 在宅の要介護者及び要支援者の増加や、それに伴う介護サービスの利用実績
の増加から、今後サービス需要が更に見込まれるものであり、介護施設の新たな開
設は、市の介護保険事業計画に沿ったもので、歓迎する

➢ 本地域に不足している介護施設を誘導することは好ましく、福祉サービスの向上
が期待される



９．予定事業者について

事業者名

設立

所在地

従業員数

純資産額

主な事業内容

医療法人社団 マイルストーン

静岡県静岡市清水区押切１６２０番地

平成２０年８月

静岡市内で診療所を３か所、
通所リハビリテーション施設を３か所、
居宅介護支援事業所を１か所 運営

１１３名（令和６年４月１日現在）

６９１百万円（令和５年度決算時）
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1０．予定事業者の利用計画

利 用 計 画 図

市

道

１ ２ ３ ４ ５１ ２

６ ７ ８ ９ 10

駐車場

駐車場

受水槽

キュービクル

ボンベ庫

【計画建物】鉄骨造２階建て

建築面積 ３２５．４０㎡
延床面積 （１階）２８０．５０㎡

（２階）３２５．４０㎡
合計 ６０５．９０㎡

１１

７４５．５６㎡敷地面積



１１．予定事業者による施設の整備概要

１２

設 備階 数 施 設 利用定員の
見込み

リハビリフロア（食堂＋機能
訓練室）、相談室、休憩室、
浴室、事務室等

１ 階

通所介護事業所

第１号通所事業所

５０名

リハビリフロア（食堂＋機能
訓練室）、相談室、休憩室、
浴室、バルコニー等

２ 階

放課後等デイサービス
事業所

第１号通所事業所

地域密着型
通所介護事業所

１８名



１２．予定事業者の事業概要

１３

対象者事業

老人デイサービス
事業

障害児通所
支援事業

老人デイサービス
事業

老人デイサービス
事業

通所介護

地域密着型
通所介護

第１号
通所事業

（通所介護相当サービス）

放課後等
デイサービス
（共生型サービス）

サービス内容等

入浴・排せつ・食事等の介護や機能
訓練等を提供

・上記「通所介護」に同じ
・原則、当該市町村の住民のみが利
用可能であり、小規模な定員で運営

機能訓練や集いの場など日常生活上
の支援等を提供

・生活能力向上のための必要な訓練
等を提供
・「地域密着型通所介護」の施設で本
サービスを提供（共生型サービスの活用）

要介護者

要介護者

要支援者

障害のある
児童



１３．市における事業者の指定等

事業等 事業指定等

通所介護

第１号通所事業
（通所介護相当サービス）

介護保険法に基づき、指定権者（静岡市）に申請を
行い、事業者としての指定を受ける必要がある

放課後等デイサービス
（共生型サービスの活用）

地域密着型通所介護
介護保険法に基づき、指定権者（静岡市）に申請を

行い、事業者としての指定を受ける必要がある
※指定申請にあたっては、事前協議が必要

児童福祉法に基づき、指定権者（静岡市）に申請を
行い、事業者としての指定を受ける必要がある
※指定申請にあたっては、事前協議が必要

医療法に基づき、所轄庁（静岡市）に定款変更の申
請を行い、認可を受ける必要がある医療法人の新規事業

１４



1４．処分等方針

内 容項 目

静岡県静岡市葵区安東三丁目６番所 在 地

土地 ・ ７４５．５６㎡区 分 ・ 数 量

医療法人社団 マイルストーン相 手 方

一般定期借地権の活用による時価貸付(５０年)処 理 区 分

随意契約契約の方法契約方法
及び

適用法令 会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２１号適用法令

介護等施設敷地指定用途
用途指定

貸付期間中指定期間

１５



15．処分等方針決定後のスケジュール

令和９年度令和８年度令和７年度

１~３月７~９月４~６月１~３月７~９月４~６月１~３月７~９月

処分等
方針決定

鑑定評価

契約
締結

開所予定

建設工事期間中、
四半期に１回進捗確認

建設工事

・モニタリングの実施
・現地確認等

１６

10～12月 10～12月 10～12月

財務局

医療法人社団

マイル
ストーン

～６月


